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み だ し の 基 準 を 別 添 の と お り 定 め 適 用 す る こ と と し た の で 、 誤 り の な い よ う に さ れ た い 。  

な お 、 自 動 車 の 使 用 制 限 に 係 る 処 分 量 定 の 細 目 基 準 （ 昭 和 57年 （ 交 企 ） 第 25号 ） は 廃 止 す る 。  

別 添  

自 動 車 の 使 用 制 限 に 係 る 処 分 量 定 の 細 目 基 準  

第 １  総 則  

１  目 的  

こ の 細 目 基 準 は 、道 路 交 通 法（ 昭 和 35年 法 律 第 105号 。以 下「 法 」と い う 。）第 75条 第 ２ 項 及 び

道 路 交 通 法 施 行 令（ 昭 和 35年 政 令 第 270号 。以 下「 令 」と い う 。）第 26条 の ６ の 規 定 に よ る 自 動 車

の 使 用 制 限 の 処 分 を 行 う 場 合 に お け る 処 分 量 定 の 細 目 基 準 を 定 め る こ と を 目 的 と す る 。  

２  用 語 の 定 義  

こ の 規 定 に お い て 、 次 に 掲 げ る 用 語 の 定 義 は 、 次 の と お り と す る 。  

(１ ) 下 命 ・ 容 認 に 係 る 使 用 制 限  

法 第 75条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 公 安 委 員 会 が 自 動 車 の 使 用 者 に 対 し て 、 自 動 車 を 運 転 し 、

又 は 運 転 さ せ て は な ら な い 旨 を 命 ず る 処 分 を い う 。  

(２ ) 処 分 対 象 行 為  

令 第 26条 の ６ の 第 １ 号 及 び 第 ２ 号 に 規 定 す る 下 命 ・ 容 認 に 係 る 使 用 制 限 の 処 分 基 準 に 該 当 す

る 場 合 に お け る 当 該 処 分 の 事 由 と な る 自 動 車 の 使 用 者 等 の 違 反 行 為 を い う 。  

(３ ) 処 分 事 情  

次 に 掲 げ る 事 情 を い う 。  

ア  自 動 車 の 使 用 者 等 が 、 当 該 自 動 車 の 使 用 の 本 拠 に お け る そ の 者 の 業 務 に 関 し 、 過 去 １ 年 以

内 に 、法 第 117条 の ２ 第 ２ 号 若 し く は 第 ３ 号 、法 第 117条 の ４ 第 ５ 号 か ら 第 ７ 号 ま で 、法 第 118

条 第 １ 項 第 ４ 号 若 し く は 第 ５ 号 、 法 第 119条 第 １ 項 第 11号 、 又 は 法 第 119条 の ３ 第 １ 項 第 ３ 号

の 違 反 行 為 を し た 者 で あ る こ と 。  

イ  自 動 車 の 運 転 者 が 当 該 違 反 行 為 を し 、 よ っ て 交 通 事 故 を 起 こ し て 人 を 死 亡 さ せ 、 若 し く は

傷 つ け 、 又 は 建 造 物 を 損 壊 し た こ と 。  

(４ ) 使 用 者 等  

自 動 車 の 使 用 者 、 安 全 運 転 管 理 者 、 副 安 全 運 転 管 理 者 そ の 他 自 動 車 の 運 行 を 直 接 管 理 す る 地

位 に あ る 者 を い う 。  

(５ ) 処 分 前 歴  

自 動 車 の 使 用 者 が 、 当 該 自 動 車 の 使 用 の 本 拠 に お い て 使 用 す る 自 動 車 の 運 転 に つ い て 、 過 去

１ 年 以 内 に 、 下 命 ・ 容 認 に 係 る 使 用 制 限 又 は 法 第 75条 の ２ 第 １ 項 に 規 定 す る 指 示 に 係 る 使 用 制

限 （ 以 下 「 指 示 に 係 る 使 用 制 限 」 と い う 。 ） 若 し く は 法 第 75条 の ２ 第 ２ 項 に 規 定 す る 納 付 命 令

に 係 る 使 用 制 限 （ 以 下 「 納 付 命 令 に 係 る 使 用 制 限 」 と い う 。 ） を 受 け た こ と を い う 。  

３  期 間 の 計 算  

(１ ) 下 命 ・ 容 認 に 係 る 使 用 制 限 の 処 分 期 間 は 、 当 該 処 分 が 行 わ れ た 日 か ら 起 算 し 、 期 間 の 末 日

の 終 了 を も っ て 満 了 と す る も の す る 。  

(２ ) 令 第 26条 の ６ 第 ２ 号 の 表 の 下 欄 中 の 「 過 去 １ 年 以 内 」 と い う 場 合 の 期 間 の 計 算 は 、 処 分 対

象 行 為 を し た 日 を 起 算 日 と し て 計 算 す る も の と す る 。  

な お 、こ の 場 合 に お い て 、処 分 前 歴 の 計 算 は 、そ の 処 分 期 間 の 始 期 が 過 去 １ 年（ 365日 ）以 内

に あ る も の に つ い て 計 算 す る も の と す る 。  

４  聴 聞  

下 命 ・ 容 認 に 係 る 使 用 制 限 は 、 自 動 車 の 使 用 者 に 対 し て 直 接 に 義 務 を 課 す も の で あ り 、 不 利 益



処 分 に 当 た る 。 し た が っ て 、 下 命 ・ 容 認 に 係 る 使 用 制 限 を 行 お う と す る と き は 、 行 政 手 続 法 の 区

分 に よ れ ば 弁 明 の 機 会 の 付 与 を 行 う こ と と な る が 、 手 続 保 障 の 観 点 か ら 、 聴 聞 の 手 続 を と る こ と

と さ れ て い る （ 法 第 75条 第 ４ 項 か ら 第 ８ 項 ま で ） 。  

５  下 命 ・ 容 認 に 係 る 使 用 制 限 の 対 象 自 動 車  

下 命 ・ 容 認 に 係 る 使 用 制 限 の 対 象 と な る 自 動 車 は 、 使 用 者 が 使 用 す る 自 動 車 で あ り 、 か つ 、 下

命 ・ 容 認 に 係 る 使 用 制 限 の 事 由 と な る 運 転 者 の 違 反 行 為 に 用 い ら れ た 自 動 車 で あ る 。  

し た が っ て 、 違 反 行 為 に 用 い ら れ た 自 動 車 が 滅 失 し た 場 合 、 当 該 自 動 車 の 使 用 者 が 変 更 さ れ た

場 合 等 は 、 下 命 ・ 容 認 に 係 る 使 用 制 限 は 行 う こ と が で き な い 。  

６  処 分 が 競 合 す る 場 合 等 に お け る 取 扱 い  

(１ ) 下 命 ・ 容 認 に 係 る 使 用 制 限 と 指 示 に 係 る 使 用 制 限 又 は 納 付 命 令 に 係 る 使 用 制 限 が 競 合 す る

場 合  

同 一 の 自 動 車 に 係 る 同 一 の 違 反 行 為 に つ い て 、 下 命 ・ 容 認 に 係 る 使 用 制 限 の 要 件 と 指 示 に 係

る 使 用 制 限 又 は 納 付 命 令 に 係 る 使 用 制 限 の 要 件 の 両 方 を 同 時 に 満 た す と き は 、 軽 減 前 の 量 定 が

最 も 重 い こ と と な る 要 件 に 従 っ て 処 分 す る も の と す る 。  

(２ ) 処 分 中 に 当 該 処 分 に 係 る 違 反 行 為 が 行 わ れ た 場 合  

下 命 ・ 容 認 に 係 る 使 用 制 限 又 は 指 示 に 係 る 使 用 制 限 若 し く は 納 付 命 令 に 係 る 使 用 制 限 の 期 間

中 で あ る に も か か わ ら ず 、 当 該 処 分 に 係 る 車 両 の 使 用 者 が 当 該 処 分 に 係 る 車 両 を 運 転 者 に 運 転

さ せ 、 当 該 運 転 者 が 当 該 処 分 に 係 る 違 反 行 為 を し 、 下 命 ・ 容 認 に 係 る 使 用 制 限 又 は 指 示 に 係 る

使 用 制 限 若 し く は 納 付 命 令 に 係 る 使 用 制 限 の 要 件 を 満 た す こ と と な っ た 場 合 に は 、 こ れ ら の 規

定 に よ る 処 分 は 、 当 初 の 使 用 制 限 の 期 間 が 満 了 し た 後 に 執 行 す る も の と す る 。  

第 ２  下 命 ・ 容 認 に 係 る 使 用 制 限 の 処 分 量 定 の 細 目 基 準  

１  処 分 量 定 の 基 準  

令 第 26条 の ６ に 規 定 す る 下 命 ・ 容 認 に 係 る 使 用 制 限 の 処 分 の 基 準 に 該 当 す る こ と と な っ た 使 用

者 に 対 す る 使 用 制 限 の 処 分 期 間 の 量 定 に つ い て は 、同 条 に 規 定 す る 処 分 対 象 行 為 及 び 処 分 事 情（ 処

分 前 歴 に 係 る 事 情 を 除 く 。 ） ご と に 、 そ の 内 容 に 応 じ て そ れ ぞ れ 点 数 を 付 し 、 そ の 合 計 点 数 を 基

礎 と し て 行 う も の と す る 。  

２  処 分 対 象 行 為 等 に 付 す る 基 礎 点 数  

(１ ) 処 分 対 象 行 為 に 付 す る 基 礎 点 数  

処 分 対 象 行 為 に 付 す る 点 数 は 、 そ れ ぞ れ 別 表 １ に 掲 げ る と お り と す る 。  

(２ ) 処 分 事 情 に 付 す る 点 数  

ア  処 分 事 情 の う ち 、 前 記 第 １ の ２ (３ )ア に 掲 げ る 事 情 に つ い て は 、 自 動 車 の 運 転 者 が 下 命 又

は 容 認 行 為 に 係 る 違 反 行 為 を 行 っ た 場 合 に の み 別 表 １ に 掲 げ る 点 数 を 付 す る も の と す る 。  

イ  処 分 事 情 の う ち 、 前 記 第 １ の ２ (３ )イ に 掲 げ る 事 情 に つ い て は 、 別 表 ２ に 掲 げ る 点 数 を 付

す る も の と す る 。  

(３ ) 使 用 者 等 の 違 反 行 為 の 数 え 方  

処 分 事 情 の う ち 、 前 記 第 １ の ２ (３ )ア に 掲 げ る 使 用 者 等 の 違 反 行 為 の 数 え 方 に つ い て は 、 法

第 75条 第 １ 項 に お け る 刑 罰 上 の 評 価 （ 包 括 一 罪 、 併 合 罪 等 ） に か か わ り な く 、 行 政 処 分 上 の 評

価 と し て 使 用 者 等 の 下 命 又 は 容 認 ご と に １ 回 と し て 数 え る も の と す る 。 （ 処 分 事 情 と し て の 使

用 者 等 の 違 反 行 為 を 数 え る 場 合 に は 、 こ れ に 点 数 を 付 す る か 否 か の 観 点 を 離 れ て 評 価 す べ き で

あ り 、 使 用 者 等 が 運 転 者 に 対 し て 下 命 又 は 容 認 行 為 を 行 っ た 事 実 が あ れ ば 足 り 、 必 ず し も 運 転

者 が 下 命 又 は 容 認 に 係 る 行 為 を 行 う こ と を 要 し な い こ と に 留 意 す る 必 要 が あ る 。 ）  

具 体 的 な 違 反 行 為 の 数 え 方 に つ い て は 、 次 の 例 を 参 考 と す る も の と す る 。  

ア  使 用 者 等 が 、 同 時 に 数 名 の 運 転 者 に 対 し て 下 命 又 は 容 認 行 為 を 行 っ た 場 合 に は 、 数 個 の 違

反 行 為 と し て 数 え る こ と 。  

イ  運 転 者 に 対 し て 数 回 に わ た る 違 反 行 為 を 一 度 の 機 会 に 下 命 し た 場 合 に は 、 １ 回 の 行 為 と し

て 数 え 、 そ の 後 、 運 転 者 が 下 命 に 係 る 違 反 行 為 を 継 続 し 、 そ れ を 使 用 者 等 が 容 認 し た 場 合 に

は 、 そ の 容 認 行 為 が 行 わ れ る ご と に １ 回 と し て 数 え る こ と 。  

な お 、 運 転 者 が 下 命 に 基 づ い て 同 一 日 に 数 回 に わ た る 違 反 行 為 を 行 っ た 場 合 に は 、 時 間 、

運 行 経 路 等 に 特 段 の 事 情 が な い 限 り 、 １ 回 の 違 反 と し て 数 え る こ と 。  

ウ  運 転 者 に 対 し て 異 な る 数 個 の 違 反 行 為 を 同 時 に 下 命 又 は 容 認 し た 場 合 に は 、 数 回 の 違 反 行



為 と し て 数 え る こ と 。  

３  処 分 量 定 の 方 法  

(１ ) 点 数 計 算 の 方 法  

処 分 量 定 の 基 準 と な る 点 数 の 計 算 方 法 は 、 前 記 ２ の (１ )、 (２ )及 び (３ )に 従 い 、 処 分 対 象 行

為 及 び 処 分 事 情 ご と に 付 さ れ た 点 数 を 合 計 す る も の と す る 。  

(２ ) 処 分 期 間 の 量 定  

処 分 期 間 の 量 定 は 、 前 記 (１ )の 合 計 点 数 及 び 処 分 前 歴 の 回 数 に 応 じ て 行 う も の と し 、 そ の 基

準 は 別 表 ３ に 掲 げ る と お り と す る 。  

４  処 分 量 定 に 当 た っ て の 留 意 事 項  

(１ ) 政 令 で 定 め る 基 準 と の 関 係  

前 記 ３ の 方 法 に よ り 処 分 量 定 を 行 っ た 結 果 、 処 分 期 間 が 令 第 26条 の ６ 第 １ 号 及 び 第 ２ 号 に そ

れ ぞ れ 処 分 対 象 行 為 ご と に 区 分 し て 規 定 さ れ て い る 処 分 期 間 の 上 限 を 超 え る 場 合 に は 、 そ の 上

限 を も っ て 処 分 期 間 と す る こ と 。  

(２ ) 処 分 の 軽 減 等  

ア  上 記 第 １ の ２ (３ )ア に 掲 げ る 処 分 事 情 に つ い て の 点 数 の 付 与 は 、 自 動 車 の 運 転 者 の 違 反 行

為 が 現 認 さ れ な か っ た も の に つ い て は 、 処 分 対 象 行 為 が 行 わ れ た 日 を 起 算 日 と し て 過 去 １ 月

以 内 に 運 転 者 の 違 反 行 為 が 行 わ れ た も の の み に つ い て 、 行 う も の と す る 。  

イ  処 分 前 歴 が な く 、 か つ 、 法 令 違 反 の み に 係 る 事 案 に つ い て は 、 次 に 掲 げ る 範 囲 内 で 処 分 量

定 を 行 う も の と す る 。  

(ア ) 自 動 車 １ 台 当 た り の 処 分 期 間 は 、 令 第 26条 の ６ 第 １ 号 及 び 第 ２ 号 に 規 定 さ れ て い る 処

分 期 間 の 上 限 の ２ 分 の １ を 超 え な い も の と す る 。  

(イ ) １ 事 業 所 に お け る 処 分 台 数 は 、 当 該 処 分 時 に お け る 稼 働 台 数 の 20パ ー セ ン ト 以 下 と す

る 。 た だ し 、 稼 働 台 数 10台 未 満 の 場 合 は １ 台 と す る 。  

ウ  次 に 掲 げ る 事 情 が あ る 場 合 で あ っ て 、 当 該 事 業 所 に お け る 安 全 運 転 管 理 に 顕 著 な 改 善 が あ

る と 認 め ら れ る と き は 、 当 該 処 分 期 間 の ２ 分 の １ を 超 え な い 範 囲 で 処 分 期 間 を 軽 減 す る こ と

が で き る も の と す る 。  

な お 、 こ の 軽 減 を 行 う 場 合 に あ っ て は 、 違 反 行 為 の 内 容 及 び 被 処 分 者 の 危 険 性 を 慎 重 に 検

討 し た 上 で 、 社 会 的 に 相 当 と 認 め ら れ る 範 囲 内 で 処 分 を 軽 減 す る こ と 。 ま た 、 同 一 条 件 に あ

る 被 処 分 者 に 対 し て 不 公 平 な 取 扱 い に な ら な い こ と 等 に つ い て 配 慮 す る こ と 。  

(ア ) 当 該 処 分 に よ り 公 共 輸 送 力 の 確 保 に 著 し い 影 響 を 生 ず る お そ れ が あ る と 認 め ら れ る 場

合  

(イ ) 処 分 前 歴 が な く 、 か つ 、 被 処 分 者 の 使 用 す る 自 動 車 の 台 数 が 少 な い た め 事 業 活 動 に 著

し い 支 障 を 生 ず る お そ れ が あ る と 認 め ら れ る 場 合  

(ウ ) そ の 他 情 状 酌 量 す べ き 事 情 が あ る 場 合  

(３ ) 処 分 事 情 と し て 評 価 さ れ る 下 命 又 は 容 認 行 為 に 係 る 自 動 車 又 は 自 動 車 の 運 転 者 は 、 当 該 下

命 ・ 容 認 に 係 る 使 用 制 限 に 係 る 自 動 車 又 は 自 動 車 の 運 転 者 で あ る こ と を 要 し な い 。  

以 下 別 表 等 省 略  


